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第６章 計画の推進体制 

１．計画の推進体制 

子ども・子育て支援は、行政だけで進められるものではなく、少子化、核家族化の進展、地域のつなが

りの希薄化、景気の低迷など社会や経済の環境の変化により、こどもの育ちと子育てをめぐる環境が大

きく変化する中で、地域のこども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施していくために、家庭や地域社会、

児童福祉施設、学校、企業等が連携、協力しながら推進していく必要があります。 

本市に関わるすべての人々が互いを尊重しながら、その能力を最大限に発揮し、行政と対等な立場で

共に協力して課題の解決に取り組む「協働」の視点を踏まえて施策や事業を推進するとともに、社会福

祉協議会などの関連団体やＮＰＯ、民間企業との協力関係を深め、それぞれの役割分担や運営形態を

考慮しながら、計画を円滑に推進していきます。 

 

２．計画の公表及び周知 

計画の目標を達成するためには、計画の内容を広く市民に知ってもらう必要があるため、情報公開を

進めるとともに双方向での情報交流や効果的な情報発信に努めます。 

計画の周知にあたっては、市広報紙や子育て情報誌、市ホームページを活用するとともに、市民が集ま

る様々なイベントや催し物等にて広報活動を実施します。 

また、各事務事業においても、市広報紙をはじめとするあらゆる媒体を活用するとともに、地域や事業

主と連携して市民一人ひとりに情報が行きわたるよう、周知に努めます。 
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３．計画の評価と進行管理 

子ども・子育て支援に係る様々な施策の進捗

状況を把握するとともに、基本理念の達成に向

けて効果の検証を行い、計画の見直しや施策の

改善、充実につないでいくために、計画を立案

し（Plan）、実践する（Do）することはもちろん、

設定した目標達成や計画策定後も適切に評価

（Check）、改善（Action）が行えるよう、循環

型のマネジメントサイクル『ＰＤＣＡサイクル』に

基づき、これらの管理・評価を一連のつながりの

中で実施することが重要です。そのため、本計

画の進行管理については、毎年度の取組の進

捗管理を行うとともに、目標や指標により基本

理念の達成に向けた効果検証を行い、施策の

改善、充実を図ります。さらに、目標や指標の達

成状況に応じて、計画期間の中間年において必

要な計画の見直しを行います。 
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